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平成２３年岳南排水路管理組合議会定例会（２月）会議録 

平成２３年２月１０日（木） 
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２ 説明のため出席した者（８名） 
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総 務 課 長 山 田 正 廣   君 

                      施 設 課 長 桑 原 德 治  君 

３ 出席した事務局職員（６名）   
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４ 議 事 日 程 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  議第１号  平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算 

について（第２号） 

日程第４  議第２号  平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算について 

日程第５  議第３号  岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関 

する条例の一部を改正する条例制定について 
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午前１０時 開 会 

○議長（稲葉寿利議員） 出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

                                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に 

５番   太 田 美 満 議員 

６番   佐 野 清 明 議員 

 以上２名を指名いたします。 

                                     

日程第２ 会期の決定 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） 改めましておはようございます。お許しをいただきましたので、

本定例会に上程いたします各議案の審議をお願いするにあたりまして、議員各位のご理解と

ご協力を賜りますよう、議案の総括的な説明を申し上げます。 

 さて、昨年の紙・パルプ産業では、年の半ばまでは回復基調にありましたが、秋口以降

は、急激な円高の進行などにより景気の回復は足踏み状態となっており、景気の先行きは依

然不透明な状況にあります。紙の需要が低調に推移する中で、使用者は大幅な減産を継続し

ており、大変厳しい経営環境に変わりありません。立ちはだかる困難を乗り切っていくこと

を願いつつ、私共に与えられました使命であります施設の維持管理に最善を尽くしてまいり

たいと存じます。 

 それでは、本定例会に提出いたします各議案の大綱でございますが、詳細につきましては

後ほど事務局から説明をいたさせますので、あらかじめご了承願いたいと存じます。 
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 最初に、議第１号平成２２年度会計補正予算についてでございますが、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ９１２万円を追加し、７億５,２３１万７,０００円とするものでござ

います。 

 歳入におきましては、基金運用による財産収入を増額し、給与改定により職員退職手当基

金繰入金を減額するものでございます。 

 歳出におきましては、給与改定による職員人件費の減額、また、岳南排水路基金への積み

立て等、所要の措置を講ずるものでございます。 

 次に、議第２号平成２３年度会計予算についてでございますが、歳入歳出の予算総額を 

６億５,１００万円といたしましたが、前年度と比較して２,７００万円、４.０％の減額で

ございます。 

 歳入におきましては、主財源である使用料及び手数料として、５億４,９１０万３,０００

円を見込みました。これは、歳入総額の８４.４％を占めておりますが、前年度と比較して

１,２４０万７,０００円、２.２％の減額となっております。 

 このほか、財産収入を４,３１４万３,０００円、繰入金を２,８７１万７,０００円、繰越

金を３,０００万円それぞれ措置いたすものでございます。 

 次に、歳出につきましては、組合運営に係る総務管理費に１億６,１２０万１,０００円、

管きょ、ポンプ施設の施設管理費として９,７３５万円、また施設維持改良費として 

３億３７６万３,０００円を計上いたしております。これら施設関係事業費の総額は 

４億１１１万３,０００円となり、歳出総額の６１.６％を占めております。 

 また、諸支出金におきましては、岳南排水路基金、職員退職手当基金を合わせて 

５,８１４万２,０００円を措置しております。 

 次に、議第３号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてでございますが、今回、給与改定により、介護休暇を取得する職員のう

ち、現給保障額の減額対象となる職員の給与額について、所要の措置を講ずるものでござい

ます。 

 以上、上程案件につきまして極めて主要点のみご説明申し上げましたが、よろしくご審議

の上、適切なご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わります。 

○議長（稲葉寿利議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

                                     

     日程第３ 議第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（第２号） 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第３ 議第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予
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算（第２号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。  

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程いたしました議第１号平成２２年度岳南排水路管理組

合会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。 

 議案書の２ページをお願いいたします。平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９１２万円を追加し、歳入歳出それ

ぞれ７億５,２３１万７,０００円とするものでございます。 

 議案書の６、７ページをお願いいたします。２款１項１目利子及び配当金でございます。

９１７万９,０００円を増額しまして、４,１３０万６,０００円とするものでございます。

これは、岳南排水路基金におきまして、大口定期預金の利率を当初予算では０.５％と見込

んでおりましたけれども、当初の実績は０.５６％で運用しましたが、その後の利率が 

０.２３２から０.２９１％の運用となりまして、大口定期預金の利息分が減額となりまし

た。このほか、額面２億円、利率０.５％の神奈川県債と、額面５億円、利率０.７％の共同

地方債を、それぞれ額面２億円、利率１.９％の国債と、額面５億円、利率１.５２％の地方

公共団体金融機構債に買い換えましたことによりまして、差し引き９２０万３,０００円増

加しております。 

 また、職員退職手当基金におきましては、大口定期の利率が下がったことによりまして 

２万４,０００円の減となりました。このため、差し引き合計で９１７万９,０００円の増額

をお願いするものでございます。 

 次に、３款１項１目職員退職手当基金繰入金でございます。今年度２人が退職となります

が、給与改定に伴う減額分５万９,０００円を減額しようとするものでございます。 

 次に、議案書の８、９ページをお願いいたします。３ 歳出につきましてご説明申し上げ

ます。 

 ２款１項１目一般管理費９５万６,０００円を減額し、２億３６８万７,０００円とするも

のでございます。これは職員１４人分の給与費でございます。 

 ２節の給料でございます。１０万６,０００円の減。これは昇格による増もありましたけ

れども、給与改定による減があったことによるものでございます。 

 ３節の職員手当等が５２万８,０００円の減。この主なものとしましては、時間外勤務手

当が夏季管内点検期間中の時間外勤務の増、台風など豪雨時の時間外勤務などによりまして

３５万６,０００円の増となったものの、給与改定に伴いまして期末・勤勉手当が 

７８万７,０００円の減となったことによるものでございます。 
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 また、４節の共済費は、給与改定・負担金率の変更によりまして３２万２,０００円の減

となりました。 

 次に、４款１項１目岳南排水路基金積立金は、６,９２０万３,０００円の増額をお願いす

るものでございます。これは、補正第１号で予備費に留保しておりました前年度繰越金のう

ち６,０００万円と運用益の利子増による９２０万３,０００円を増額補正し、基金に積み立

てるものでございます。 

 同じく２目退職手当基金積立金でございますけれども、歳入で説明いたしましたが、大口

定期の利率が下がったことによりまして２万４,０００円の減額をするものでございます。 

 次に、５款１項１目予備費でございます。基金への積み増し及び予算調整としまして 

５，９１０万３,０００円を減額しまして、３,６００万４,０００円とするものでございま

す。 

 以上で平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第２号）につきましてご説明させ

ていただきましたけれども、よろしくご審議の程お願い申し上げます。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第１号について質疑に入ります。 

 １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） この岳南排水路管理組合の職員の給与というのは、例えばそれぞ

れの市の行政職等の給与と多少差があると思うんですけれども、差が全くないのかあるの

か。そして、人事院勧告を適用する場合、低い給与のほうに緩和措置というのが設けてある

んです。今回は減額の勧告が出て、それぞれの市の職員の皆さん、それなりに減額されてい

るんですが、岳南排水路管理組合職員の皆さんの給与も一律に今回の率でもって減額したの

か、その辺を聞かせてください。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 岳南排水路管理組合職員の給与ですけれども、給与自体、富士市の

職員の給与に準ずることになっていますので、富士市職員の給与が改定になれば、岳南排水

路管理組合職員の給与はそのまま改定になります。 

○議長（稲葉寿利議員） １番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） こう申しましたのは、管理市の職員よりも二、三号低くして給与

の措置をしてあるような場合があるものですから、岳南排水路管理組合は富士市と全く同列

だということであれば理解いたします。わかりました。 

○議長（稲葉寿利議員） ほかにありませんか。―質疑も出尽くしたようでありますの

で、質疑を終わります。 
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 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第２号）については原案どおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第１号は原案どおり可決されました。 

                                     

日程第４ 議第２号平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第４ 議第２号平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程いたしました議第２号平成２３年度岳南排水路管理組

合会計予算についてご説明申し上げます。 

 議案書の１３ページをお願いいたします。平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算は、

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億５,１００万円とするものでござい

ます。 

 第２条におきまして、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の最高額

を１億円と定めるものでございます。 

 それでは、議案書の１８、１９ページをお願いいたします。では、歳入から各款別に説明

をさせていただきます。 

 まず、１款１項１目使用料でございます。本年度は５億４,９１０万２,０００円で、前年

度に比較しまして１,２４０万７,０００円、２.２％の減額でございます。このうち岳南排

水路使用料としましては、１節使用料５億４,８８０万円を見込みました。 

 使用料収入の内訳としましては、議案書の１９ページの説明欄にございますが、基本料金

の算定基礎となる許可排水量の合計は、前年度より１８万７,５９２立方メートル減少した

日量１２５万３,７８８立方メートルを見込み、これに基本料金単価の１０.８１５円と 

１２箇月を乗じ１億６,２７０万円とするものでございます。これは、大手工場におきまし

て、経費削減のために、実排水量と許可排水量との差の余剰分を減量する傾向にございます

ので、この分の許可排水量の減量を見込んであります。 

 また、従量料金の基礎となります予測排水量でございますけれども、薄青色の「議案参考

資料－１」の２ページをお願いします。２)使用料算定基礎排水量をお願いします。予測排
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水量の算出でございますが、直近の比較的安定した平成１８年度から平成１９年度の減少率

を参考に減少率をマイナス０.８％としまして、平成２２年度の見込み排水量より２７０万

立方メートル減少した３億６５０万立方メートルと見込みました。これに従量料金単価の

１.２６円を乗じ、３億８,６１０万円としております。 

 議案書にお戻りをお願いいたします。次に、占用料でございますが、岳南排水路敷地の占

用料で、工作物設置等１９件に係る収入で、予算額は３０万２,０００円でございます。 

 １款２項１目手数料１,０００円は、水質分析試験手数料に係る科目設定でございます。 

 次に、２款１項１目利子及び配当金でございますが、これは岳南排水路基金及び職員退職

手当基金の基金運用利子で、前年度に比較しまして１,１０１万５,０００円増の 

４,３１４万２,０００円でございます。 

 先ほどの「議案参考資料－１」の３ページをお願いいたします。３）基金執行状況がござ

いますのでお願いいたします。まず１の岳南排水路基金でございます。前年度末現在高 

３４億３,８９４万６,９４２円で、これに対する運用利子を４,３０１万２,０００円見込ん

でおります。 

 次に２の職員退職手当基金でございます。前年度末現在高６,４８５万４,０３７円で、こ

れに対する利子が１３万円でございます。 

 ２つの基金運用を合わせまして４,３１４万２,０００円でございます。 

 なお、本年度の大口定期についての預金利子の利子率でございますけれども、富士市会計

室からの通知によりまして利率を０.２％で見込んでございます。 

 それでは、議案書の１８、１９ページにお戻りをお願いします。２款２項１目物品売払収

入は１,０００円を計上させていただきました。 

 次に、議案書の２０、２１ページをお願いいたします。３款１項１目職員退職手当基金繰

入金でございますが、本年度は１人の定年退職があります。２,８７１万７,０００円の取り

崩しをお願いするものであります。 

 次に、４款１項１目前年度繰越金でございます。前年度と同額の３,０００万円を計上さ

せていただきました。 

 ５款１項１目預金利子は１,０００円を科目設定いたしました。 

 ２項１目雑入は３万６,０００円を見込んでおります。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 それでは、続きまして歳出を説明させていただきます。 

 議案書の２２、２３ページをお願いいたします。３ 歳出でございます。１款１項１目議

会費は、組合議会開催の所要経費５５万１,０００円で、定例議会２回、臨時議会１回の年
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３回の議会開催を見込んでおります。 

 次に、２款１項１目一般管理費でございます。本年度は１億６,１２０万１,０００円で、

前年度に比較しまして４,３４４万２,０００円の減額でございます。この主な要因は、給与

費におきまして給与改定による減と、それから一般職の職員を本年度１人採用いたしますけ

れども、定年退職者が２人ありまして前年度より１人減の１３人となること、また、本年度

の定年退職者数が前年度の２人から１人となり、退職手当が減になることによるものでござ

います。 

 それでは、説明欄に沿って説明させていただきます。まず１ 給与費の(４)一般職１３人

の人件費は１億２,１３８万１,０００円となっております。この人件費に係る資料と致しま

しては、議案書の３６ページから３９ページにかけて給与費明細書をお示ししてございま

す。また後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、２２、２３ページにお戻りをお願いいたします。次に２ 人事管理費(１)人事

管理費１,２２１万６,０００円は、臨時職員１人と嘱託職員３人の共済費、賃金及び富士市

と共同設置しております公平委員会の負担金でございます。 

 次の(２)職員研修費１０８万５,０００円は、研修会への参加旅費及び負担金でございま

す。 

 (３)職員厚生費２７万１,０００円は、被服貸与、それから職員の健康診断の費用でござ

います。 

 ２４、２５ページをお願いいたします。(４)職員福利厚生事業費２１万６,０００円は、

富士市職員互助会への助成金でございます。 

 次に３ 事務管理費の(１)事務運営費でございます。これは組合事務運営の所要経費でご

ざいまして、８２０万５,０００円でございます。主なものは、事務用品などの消耗品のほ

か、通信運搬費、富士市の財務会計と接続されておりますシンクライアントの利用負担金な

どでございます。 

 次に４ 財産管理費の(１)庁舎管理費は庁舎の維持管理経費で、４３８万６,０００円で

ございます。これは庁舎設備の保守点検に係る委託料、通信機器、ＡＥＤのリース料など使

用料及び賃借料等の経費でございます。 

 (２)車両管理費は１１７万９,０００円でございます。公用車のライトバン２台、軽自動

車３台に係る維持管理の経費でございます。 

 (３)用地管理費の４１６万８,０００円は、管路施設用地の借地料でございます。 

 ５ 公租公課費の７６７万７,０００円は消費税でございます。 

 議案書の２６、２７ページをお願いいたします。次に２款２項１目排水管理費でございま
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す。これは岳南排水路の水質調査に係る所要経費で、本年度は５０１万円で、前年度に比較

して３２万円の減額でございます。 

 説明欄の(１)水質調査費の１１６万円は、水質分析に係る消耗品及び分析試料の採取委託

料等でございます。 

 (２)硫化水素調査費３８５万円は、硫化水素計のセンサー等の消耗品費と、３台の拡散式

硫化水素自動測定器を買い換える経費等でございます。 

 次に、議案書の２８、２９ページをお願いいたします。２目下水道管理費５,５８９万円

は、前年度に比較しまして１,７００万円の増額でございます。この科目は、排水量の調

査、施設の維持補修及び保守点検に係る所要の経費でございます。増額の主な要因は、維持

補修費におきまして、前年度の夏季管内点検時に確認されました管渠損傷箇所の補修工事

と、保守点検費におきまして、施設の異常箇所の早期発見、早期対処を行うために、管内点

検作業委託の班編成を、今まで２班でしたけれども、これを４班に増やしたこと、それから

下水道台帳データ整備等の追加業務等によるものでございます。 

 説明欄の１ 排水量管理費(１)排水量調査費２０１万円は、使用料のうち従量料金の算定

基礎となります実績排水量の検針に係る所要の経費でございます。 

 ２ 下水道維持費は５,３８８万円でございます。このうち（１）維持補修費２,１６７万

円は、人孔整備９箇所、足掛金物付替及び環境整備等に要する経常的経費のほかに、新たに

確認されました管渠損傷箇所の補修工事３箇所に係る経費でございます。 

 (２)の保守点検費３,０９８万円は、本年の７月２５日月曜日から２９日金曜日までの 

５日間で施設の調査、点検及び維持補修工事を集中して実施いたしますけれども、先ほども

申しましたが、主にこの期間に行われます管内点検とゲートの点検等に要する経費、そのほ

か下水道台帳のデータ整備、管内点検調査結果のデータ整理などの業務委託でございます。 

 議案書の３０、３１ページをお願いいたします。３目ポンプ場管理費は、今泉ポンプ場の

運転管理に係る所要経費でございます。本年度３,６４５万円で、前年度に比較いたしまし

て３００万円の増額でございます。この主な要因は、ポンプ場から幹線排水路に流入するバ

イパスゲートの開閉用定置型巻上げ機の修繕工事を新たに計上したことによるものでござい

ます。 

 それでは、説明欄の(１)維持補修費３９０万円は、今申しましたバイパスゲート定置型巻

上げ機の修繕工事と、ポンプ場で緊急に必要となったときの補修工事に対応するための緊急

対策工事の費用でございます。 

 (２)保守点検費２,７３２万円は、ポンプ場の運転管理業務委託及び電気、機械設備の点

検作業委託等でございます。なお、ポンプ場の運転管理業務委託につきましては、契約更新
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後２年目になります。 

 次の(３)ポンプ場管理事務費５２３万円は、主としまして電気料、工業用水使用料等の光

熱水費でございます。 

 続きまして、２款３項１目施設改良費は、本年度３億３７６万３,０００円で、前年度に

比較しまして４３２万６,０００円の減額でございます。この科目は施設の保全、改良費

で、歳出予算総額の４６.７％を、また使用料に対しましては５５.３％を占めております。 

 説明欄でございますけれども、まず１、管渠施設費の(１)保全対策事業費に 

２億１,２６０万円、３３ページの２、ポンプ場施設費の(１)保全対策事業費に９,０１０万

円を計上しております。 

 この科目につきましては、先ほどの「議案参考資料－１」によりまして説明をさせていた

だきますので、「議案参考資料－１」の４ページをお願いいたします。４)平成２３年度主要

事業概要をお願いいたします。まず、管渠施設費におきます保全対策事業でございますけれ

ども、１の岳南１号第１排水路富士宮工区改良工事実施設計業務委託でございますけれど

も、これは富士宮市浅間町地先の市道田中青木線に埋設されております管渠の布設替えをす

るための実施設計を委託するものでございます。この箇所は、昭和２９年に埋設された管渠

でございまして、今回対象となります延長は約１００メートルでございます。位置図につき

ましては、本資料の５ページにお示ししてございます。 

 次に、２の岳南排水路管渠劣化診断業務委託は、既設管の耐震診断を行いまして、補強対

策の資料を得るために、コンクリートの強度、それから中性化の深さ等を調査するものでご

ざいます。位置図につきましては、本資料の６ページから７ページにお示ししてございま

す。この黄色い箇所は既に実施した箇所でございまして、薄茶色の箇所が今回実施する箇所

でございます。６ページが富士宮地先で、７ページが、吉原中央駅の西側と南側付近でござ

います。この３箇所でございます。 

 それでは、４ページにお戻りをお願いいたします。３の都市計画決定変更図書作成業務委

託でございますけれども、これは都市計画法の運用指針が改正され、排水区域が１００ヘク

タールから１０００ヘクタールに変更されたことと、排水路の使用工場数が廃止によりまし

て減少したことなど現状に合わなくなっておりますので、計画を変更するため、変更図書な

どの図書作成の業務委託でございます。 

 ４から７の管渠更生工事は、老朽化した管渠施設の更生を図るもので、４路線、６箇所を

施工いたします。 

 ６の岳南３号第１排水路管渠更生工事は２箇所で新たに施工を開始するもので、そのほか

は継続事業でございます。これら４件の管径は１,３５０ミリメートルから１,８００ミリメ
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ートルで、総延長４１０メートルを施工いたします。位置図は８ページから１１ページにお

示ししてございます。黄色の部分が既に施工された箇所でして、今回施工する箇所は薄茶色

の箇所でございます。 

 ４ページにお戻り願います。次に、ポンプ場施設費におけます保全対策事業でございま

す。８のポンプ場自家発電設備更新工事でございます。既設の自家発電機でございますけれ

ども、これは昭和４８年に設置されたものでして、既に３７年が経過しております。近年、

原動機部分の潤滑油の漏れが確認されておりまして、非常時の対応に不安があること、また

冷却用に工業用水を使用しておりまして、工業用水の断水があった場合、長時間の稼働がで

きなくなりますので、これをラジエター式の冷却方法で省エネ、騒音対策を施しましたコン

パクトなパッケージ型発電機に更新するものでございます。位置図は１２ページにお示しし

てございます。 

 それでは、議案書の３２、３３ページをお願いいたします。続きまして、３款１項１目利

子でございます。一時借入金の償還金、利子としまして１万円の科目設定をいたしました。 

 次に、４款１項１目岳南排水路基金積立金でございますが、本年度も一般財源からの積立

金は無く、運用益金のみの４,３０１万２,０００円を積み立てようとするものでございま

す。前年度に比較いたしまして１,１３５万４,０００円の増額でございます。 

 次に、２目の職員退職手当基金積立金は１,５１３万円で、内訳は、積立金が１,５００万

円、利子が１３万円でございます。前年度に比較いたしまして、積立金が１,０００万円、

利子分が３３万９,０００円、合計１,０３３万９,０００円の減額でございます。 

 これらの基金保有形態につきましては、先ほどの歳入の説明で見ていただきましたけれど

も、「議案参考資料－１」の３ページ、３）基金執行状況に記載してございますので、また

お目通しのほどよろしくお願いします。 

 それでは、議案書の３４、３５ページをお願いいたします。５款１項１目予備費でござい

ますが、２,９９８万３,０００円、前年度に比較いたしまして７万３,０００円の増額で計

上いたしました。 

 以上、歳入歳出それぞれ６億５,１００万円とするものでございます。 

 以上で、平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算につきまして説明を終わらせていただ

きます。よろしくご審議の程お願いいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第２号について質疑に入ります。 

５番 太田美満議員。 

○５番（太田美満議員） １９ページの従量料金の設定の中のボリュームなんですけれど
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も、３億６５０万立方メートルということで、この間、新聞でもちょっとあったんですけれ

ども、王子製紙さんの富士工場と王子板紙さんでマシンを各１台とめるというお話が出てい

まして、その辺がこの中に加味されているかどうかということと、あともう１点、３３ペー

ジのポンプ場の自家発電設備を更新するということなんですけれども、この容量、現在のも

のはどのぐらいの容量のものかということと、これによってこのポンプ場のどこまでがカバ

ーできるかという問題。それともう１個、ここの設備が停電したときにバックアップとして

使う発電機だと思うんですけれども、そうしたときに自動起動装置の設置がなされているか

どうか。その辺をちょっとお聞かせください。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） まず先にお答えさせていただきます。先日報道がありました王子製

紙関係の件でございますけれども、実はこの予算を組む段階で、私ども、許可排水量と従量

料金の差があるところは、排水量の差がある場合には、恐らく許可排水量を下げてくるので

はないかということで予想しました。その分につきましては基本料金の予想に加味しており

ましたけれども、今回の停止の件につきましては予想外でございました。先日、王子製紙の

富士工場に問い合わせをしたんですけれども、日量で１万から１万２０００立方メートル程

度減るかもしれないという返事はいただきましたけれども、王子板紙の方では教えていただ

けませんでした。ポンプ場の自家発電設備につきましては、施設課長がお答えいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 施設課長。 

○施設課長（桑原徳治君） お答えいたします。ポンプ場自家発電装置の定格出力は３００

キロボルトアンペアで、定格電圧が３３００ボルトです。現在も災害時等については自動で

ポンプが運転する形になっていますので、停電については対応できます。また、この庁舎に

ついてはポンプ場の自家発電設備からは電気がこないものですから、この庁舎には別の小さ

なパッケージ型の発電機があります。この庁舎では何か災害があったときには、ポンプ場と

は別に対応する形で考えております。 

○議長（稲葉寿利議員）５番 太田美満議員。 

○５番（太田美満議員） わかりました。王子製紙さんの減量は、従量料金には加味されて

いないということで、この予算を確保するのは少々大変になってくると思いますので、その

辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、ポンプ場の自家発電設備についてもわかりました。３００キロボルトアンペアとい

うことなんですけれども、この自家発電設備でポンプ場のポンプ１台程度を回せる形になる

んですか。その点を教えてください。 

○議長（稲葉寿利議員） 施設課長。 
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○施設課長（桑原徳治君） ポンプ３台をフルで運転できます。ですから、３号Ｂの許可排

水量約３０万立方メートルが流れたとしても十分対応できます。 

○議長（稲葉寿利議員）１０番 遠藤盛正議員。 

○１０番（遠藤盛正議員） １度確認というか聞いておきたかったんですが、２５ページの

事務管理費の中に広報紙等作成とありますね。広報紙の内容というのはどんな内容でした

か。ちょっと教えてください。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 議会が開かれた後などに青い印刷物を皆さんにお配りしております

けれども、主にその費用です。あとはパンフレットがなくなった際ですとか、大きく内容が

変わった際にはパンフレットを刷りますけれども、ほぼ広報紙用の費用です。 

○議長（稲葉寿利議員）総務課長。 

○総務課長（山田正廣君） 広報紙は年３回出させていただいております。議会が開かれた

後には必ず出しております。また、夏季の工場排水流入禁止期間があるものですから６月に

出しております。そして、１０月の議会が終わった後、また運営委員会が１１月に開かれま

すので、議会が終わって運営委員会の終了後、１２月頃に２号を出しております。それか

ら、この議会が終わった後すぐに広報紙として出す形です。現在、年３回広報誌を出させて

いただいております。 

○議長（稲葉寿利議員）１０番 遠藤盛正議員。 

○１０番（遠藤盛正議員） そういうお答えだと思いましたが、実は何で今それを聞いたか

といいますと、先日の新聞に工業観光として、岳南排水路が観光地になっているというよう

な記事が載っていたんです。私の妻も、「岳南排水路って観光地なの」という話がありまし

て。これから岳南排水路管理組合としてそういうところに協力していく考え方があるのかな

と思いまして、それをお聞きしたかったんです。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 先日、富士山観光交流ビューローから依頼がありまして、岳南排水

路の施設を見学させてほしいということで話がありました。富士山観光交流ビューローでは

富士市の観光をアピールするということで、田子の浦港の水質改善をアピールしつつ、負の

部分も示しておかなければならないという話がありまして、岳南排水路に視察に来ました。

そういった見学は受け入れておりますけれども、観光といいますよりも、施設の視察という

ことで受け入れております。 

○議長（稲葉寿利議員）１０番 遠藤盛正議員。 

○１０番（遠藤盛正議員） 岳南排水路を観光地にという要望があれば、またそれも考えて
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いかなければいけないのかなと思うんですが、かなり興味があるなと。一般の方も、どこの

管が見られるのですとか、そういった話もあったので、観光というものも考えてくれている

のではないかという話をしたんです。 

 この庁舎を建てる際に、スロープをつけてエレベーターをつけましたね。その時に見学者

用のというお話がありましたが、要するに、そういう観光ということも考えていらして、こ

の大きな工業観光の中に岳南排水路の名前が載ってきたのかなという思いもあったものです

から、今後、せっかくこういう設備があるわけですから、もちろん学校の授業等で勉強に来

る方もいらっしゃるでしょうし、もしかしたら観光で見学をしたいということもあるかもし

れない。そういう考え方をぜひ持っていただいて、その中で広報紙等の活用、また富士山観

光交流ビューローさんとも、もし話が進むようでしたら考えていただきたい。新聞に太字で

大きい記事で載っていましたので、ぜひご検討いただきたいなと思います。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 施設見学につきましては、常時依頼があれば受けております。過去

にも小学生の施設見学などがありまして、連絡があれば管の中に入れるところもありますの

で、そういった案内はしてございます。これからもそのようにしていくつもりでございま

す。よろしくお願いします。 

○議長（稲葉寿利議員）１番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 先日新聞で、県の工業用水の使用単価を値下げしてほしいという

要望が出たという記事を読みました。入るほうは値下げしろという話ですので、今度は出る

ほうの岳南排水路はどうですか。運営委員会ですとか利用者から、値下げしてほしいという

お話があるのかどうか。 

 それから施設改良費ですが、管渠更生工事というのは特殊な工事ですから、随意契約なの

かどうか。そして施設維持改良費等のところで、関係する自治体の建設業者がどの程度工事

を受注しているのか。その辺について聞かせていただきたいと思います。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 工業用水の使用料の件についてでございますけれども、まずこの会

議が閉じましたら財政収支計画で話をさせていただきますが、１１月の運営委員会において

財政収支計画を提示させていただきました。運営委員会において審議していただいて、了承

いただきましたけれども、運営委員さんとしては、料金を下げてもらいたいのが本音だと思

いますけれども、岳南排水路管理組合としても現在の使用料単価でやっていかなければなら

ないと思いまして、事業策定に当たりましても、使用料を上げないで経費の削減に努める形

で計画を立てました。そういった経緯で運営委員さんにも了解をいただきました。 
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 それから、管渠更生工事の件ですけれども、この工事も特殊でございまして、なかなか地

元の業者さんが入ってこられないところがございます。工法には、反転工法というものと製

管工法というものがございまして、反転工法につきましては市内の業者さんが５社ほど入っ

ております。製管工法、中でスパイラルに巻いていく工事なんですけれども、これにつきま

しては市外の業者さんが受注しております。また、入札は随意ではなく、必ず競争入札で行

っております。 

○議長（稲葉寿利議員）１番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） わかりました。特に先ほど管理者から、紙・パルプ産業を取り巻

く状況は非常に厳しいという話が冒頭あったものですから、工業用水使用料の単価値下げも

要望してきたと。しかし、岳南排水路の施設を維持していくためには、ますます使用者

も、さっきの資料を見るとだんだん減っていて、かつては１００を超えていた使用者が

１００を割ってしまっている状況、あるいは排水量もどんどん減らされている状況ですが、

最低この事業を継続するためには年間の収入はどの程度必要なのか。そこから計算していく

と、大体現状の値段というか、使用料になるということだと思います。それは後で５年間の

財政収支の見込みの説明を受けますけれども、その辺をどう考えていらっしゃるんですか。 

○議長（稲葉寿利議員） 局長。 

○局長（小山芳博君） 最低限必要な費用でございますけれども、これからまた新しい試算

をさせてもらいますけれども、平成２３年度から平成２７年度までの５箇年の財政収支計画

に基づきまして、概算ですけれども計算しております。最低必要となる経費は、人件費、そ

れから庁舎等の管理費、施設の維持管理費、施設改良費、これらを算出しますと大体５箇年

の平均で、人件費が退職手当、それから嘱託職員、臨時職員の給与を含めまして約１億２,

０００万円、それから庁舎等管理費が約１,０００万円、施設の維持管理費が８,０００万

円、施設改良費が大体３億円前後となりまして、合計で約５億１,０００万円です。ですの

で、おおよそ５億円台は最低限必要と考えております。 

○議長（稲葉寿利議員）１番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 私たちが岳南排水路管理組合議会の議員になったときは予算額が

９億円近かったと記憶しておりますが、現在こういう形でずっと使用料が下がってきてしま

っていますから、重要なこの排水路を維持管理していくためには、使用料を下げろと言われ

ても、そうそう、「はい、結構です」なんて言うわけにいきませんから、その辺のことは利

用者に対しても理解を深めてもらうことが必要だと思います。当然、節約やその他の努力を

するとしても限界があるものですから、いろいろ大変だと思います。 

 特に、施設も老朽化してきているわけですから。これからのほうがもっと、改良工事や更
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新などをやっていく必要があるかもしれません。そういう点で、後ほど収支計画は説明を受

けますけれども、現状の施設を十分維持し、東海地震対策としての耐震化工事等も含めてや

っていただきたい。 

 この岳南排水路が壊れれば、水を流している会社その他、一切仕事ができなくなってしま

うわけです。そういう点で、危機管理上必要なことは対応していく必要がある施設だろうと

私は思っているものですから、その点は使用者も経費は大変だと思いますけれども、負担す

べきものは十分負担していただく対応を、今後も是非徴っていただくよう要望して、終わり

ます。 

○議長（稲葉寿利議員） 質疑も出尽くしたようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第２号平成２３年度岳南排水路管理組合会計予算については原案どおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第２号は原案どおり可決されました。 

                                     

     日程第５ 議第３号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に 

          関する条例の一部を改正する条例制定について 

○議長（稲葉寿利議員） 日程第５ 議第３号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました議第３号岳南排水路管理組合職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明申し上げます。 

 議案書の４３ページをお願いいたします。併せまして、黄色の表紙の「議案参考資料－

２」の１ページ、「新旧対照表」をお願いいたします。 

 本案と同様の条例は、既に富士市におきまして平成２２年１１月議会に上程されまして、

平成２２年１２月１日をもって施行されております。 

 本条例の改正でございますが、管理組合職員の給与は富士市職員の給与に関する条例の例

によっておりますが、今回の富士市職員の給与条例の改正により給料表が改正されておりま

す。５５歳以上かつ６級以上の職員は、現給保障の額からさらに１.５％を減額することと

されております。給与及び育児休業に関しましては、富士市に準用するので改正の必要はご
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ざいませんけれども、介護休暇を取得する職員で、５５歳に達し１.５％の減額措置の適用

を受ける職員の部分休業給の算出につきまして、岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇

等に関する条例中に減額措置が明文化されておりませんので、算出の際、差引き額に不利益

が生じることになります。このため、附則におきまして読替えの規定を追加し、明文化する

ものでございます。これは、給料の減額措置が当分の間の暫定的な措置でありますので、条

文を改正しないで附則で読替えを行うものです。 

 それでは、条例の改正内容につきまして新旧対照表によりご説明いたしますので、「議案

参考資料－２」の１ページをお願いいたします。附則でございますが、本条例第１６条に規

定されております介護休暇を取得する職員で１.５％減額措置の対象となる職員の給与額の

減額につきまして、同条第３項中「勤務時間１時間当たりの給与額」とあるのを「勤務時間

１時間当たりの給与額から、当該額に１００分の１.５を乗じて得た額を減じた額」に読替

えるものでございます。この読替えを附則第９項として加えるものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○議長（稲葉寿利議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第３号について質疑を許します。 

１番 鈴木敏和議員 

○１番（鈴木敏和議員） さっき給与のことを聞いたら富士市に準じているということです

ので、富士市はもうこの条例を１１月議会に議決しているわけですね。そこで、私は思うん

ですが、今回のように富士市で条例改正があって、公布の日から施行ですと、当然岳南排水

路管理組合議会では数箇月の時間的な差が出てしまいますね。条例、給与、その他の改正に

ついて、あるいは休暇等、こういった場合は専決処分をして、次の議会に対してこういう専

決処分をしましたという手続きをとらなければいけないと思います。要するに、管理組合で

は富士市に準じてやっているわけですけれども、時間的な格差がついてしまうわけです。同

時的にやる必要がある場合は、管理者と相談して専決処分をして、事務的に処理する方が、

私はよりベターではないかと、私はそう考えているわけですが、いかがですか。 

○議長（稲葉寿利議員）局長。 

○局長（小山芳博君） 先日、富士市総務課と相談させてもらったんですけれども、その中

の話で、育児・介護休暇の改正につきましては、管理組合の条例施行までの間、対象者がい

ない場合、一般的に職員の不利益になるということではないものですから、専決の要件であ

る「特に緊急を要する場合」とまでは言えないのではないかという話がありました。前回条

例を上程させていただいた際に、法改正の中で６月３０日までという施行日期限があったん

ですけれども、このように明確に期限を定められている場合には、地方公共団体として法を
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逸脱するわけにはいかないので、専決処分の対象となるのではないかという意見を伺いまし

た。 

 今、鈴木敏和議員さんがおっしゃった専決処分でございますけれども、あくまでも議会を

開く暇がなく、特に緊急を要する場合のみ許される行為でありまして、遡及適用で対応でき

ることもあるので、ケース・バイ・ケースで検討したほうがいいという意見をいただきまし

た。 

○議長（稲葉寿利議員）１番 鈴木敏和議員。 

○１番（鈴木敏和議員） 条例や附則について適用する職員がいないからこのままでいいと

いうことではなくて、やはり同時的にやるべきで、臨時議会を開けということですと大変で

しょう。そういう意味では、私は、全部が全部やっていいということではありませんが、や

はり富士市に準じた取り扱いをする場合は、基本的に富士市が変えたら岳南排水路管理組合

も変えて対応していかないと、さっき言ったように時間的な格差が出てしまうと、逆に言え

ば、またそこで問題が出てくる可能性がある。富士市で改正しているのに、なぜ岳南排水路

管理組合は改正しないんだという場合が出てきますから、連動してやるための措置を考えて

いく必要があるのではないかと私は思うんです。 

 以上、意見だけ申し上げます。 

○議長（稲葉寿利議員） 質疑も出尽くしたようでありますので、質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第３号岳南排水路管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

制定については原案どおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第３号は原案どおり可決されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１１時６分 閉 会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき署名する。 
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